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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく警察官通報の適切

 な運用等について（通達）

　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号。

以下「法」という。）第２９条第１項又は法第２９条の２第１項の規定に基

づく入院措置（以下「措置入院」という。）については、厚生労働省が策定

した「措置入院の運用に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」とい

う。）を各自治体と共有し、適切な運用に努めており、見出しの件において、

当県では、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２３条に基づく通

報の適切な運用等について」（令和５年３月１日付け警察庁丙生企発第１５

号ほか）に基づき、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２３条に

基づく通報の適切な運用等について（通達）」（令和５年３月８日付け熊人

安第５０号。以下「旧通達」という。）により運用してきたところである。 

　この度、ガイドラインの改正において、法第２３条の規定に基づく通報（以

下「警察官通報」という。）に直接関わる変更はないものの、同改正に基づ

き警察庁から、別添「「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく

警察官通報の適切な運用等について（通達）」（令和６年３月１日付け警察庁丙

生企発第９４号ほか）及び「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基

づく警察官通報の運用上の留意事項について（通達）」（令和６年３月１日付け

警察庁丁生企発第１１８号ほか）」が発出されたので、各所属にあっては、

引き続き、適切な運用に努められたい。 

　なお、前記ガイドラインについては、あくまでも指標又は方針としての位

置付けであることを念頭に置き、適切な運用を図られたい。 

  本通達の発出をもって、旧通達は廃止する。 

 

※　警察庁通達「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく警

　察官通報の適切な運用等について（通達）」及び「精神保健及び精神

　障害者福祉に関する法律に基づく警察官通報の運用上の留意事項につ

　いて（通達）」については警察庁ホームページをご覧ください。


